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市からの連絡帳

した。
　３月２１日画～３１日俄までに全戸に
配布します。いざという時の備えと
して有効にご活用ください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 協働・選挙 

■「市民活動団体との協働の基
本方針」を作成
　市では、平成１５年度に職員向けの
「協働の基本方針」を定め協働の促
進に取り組んできました。
　今年度意見交換会を実施し、市民
の皆さんから意見をいただき、基本
方針の見直しを行い、新たに市民の
皆さんと職員の双方の指針となる
「市民活動団体との協働の基本方
針」を作成しました。
　今後は、この方針に基づき協働を
促進していきます。詳細は、図書
館・情報公開コーナー・市　HP でご覧
ください。
□概要
建基本的な考え方
建基本方針
　方針１　協働を推進する体制の構
　　　　　築
　方針２　協働しやすい環境の整備
　方針３　協働で実施する事業の検
　　　　　討・拡充
　方針４　相互理解の促進
　方針５　協働事業の評価システム
　　　　　の構築
建７つの基本ルール
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　　　　障害福祉　　　   

■さざんかクラブを               
ご利用ください
　さざんかクラブは、市内在住の障
害をお持ちの小学生～高校生の方を
対象とした放課後の遊びの場です
（活動日は毎週水・土曜日の午後）。
　新年度の新規利用申請の受付を行
ないます。
※現在定員数を満たしているため、
申請後公開抽選で待機順位を決定
し、定員に空きが出た際に順次利用
開始となります。詳細はお問い合わ
せを。
　申 ３月１８日昇～２５日昇に、電話でさ
ざんかクラブへ
□公開抽選
　時 ・　場 ４月２日昌 午前１１時・さざん
かクラブ事務所（東伏見６－９－１９）
　問 さざんかクラブ・小金井
（札４６５－７８９０）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）

■心身障害者（児）施設           
緊急一時保護の利用登録開始
　現在ご利用の「施設緊急一時保護」
の利用登録は３月３１日で終了となり
ます。平成２０年度の利用登録申請の
受付を３月２６日昌から開始します。
利用予定前までに手続きをしてくだ
さい。
□受付場所　障害福祉課（田無・保
谷庁舎１階）
□必要書類　①身体障害者手帳また
は愛の手帳  ②印鑑  ③平成１９年度分
利用者証（所有の方）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）

　　　　　防災　　　　   

■「防災ガイド＆マップ」配布
　市の防災対策・各災害の対策をま
とめた防災情報と避難場所・避難所
などを示した防災マップを作成しま

日捷、２８日晶、３１日捷
４月…４日晶、７日捷、１１日晶
　時間に余裕をもってお越しください。
　市外への転出については、おおむ
ね２週間前から、転入・市内の転居
ついては、お引越し後２週間の手続
期間がありますので、混雑が予想さ
れる日を避けてご利用ください。
　住民票の異動、印鑑登録、証明発
行業務は、中原・谷戸・柳橋出張所
でもお取り扱いしています。
　下記の時間には、一部業務を行っ
ていますのでご利用ください。
■田無庁舎夜間・休日受付窓口の
取り扱い業務
①戸籍届出…死亡、出生、婚姻、そ
の他戸籍届
□受付時間　夜間・休日に随時実施
②住民票、印鑑登録証明書の時間外
交付
□受領時間　平日…午後５時１５分～
１０時、休日…午前９時～午後５時
（事前予約要）
■自動交付機
　暗証番号を登録している西東京市
民カード・ほうや市民カードをお持
ちの方は、住民票と印鑑登録証明書
がご利用になれます。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

　　税・年金・申請　　   

■固定資産税（家屋）の新築住
宅に対する減額措置適用終了
　平成２０年度から次の住宅は減額措
置の適用がなくなります。
建減額期間３年…平成１６年１月２日
～平成１７年１月１日に新築された一
般の住宅
建減額期間５年…平成１４年１月２日
～平成１５年１月１日に新築された３
階建以上の中高層耐火住宅な

ど

◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■新保険証を送付
　４月１日から退職者医療制度の対
象年齢が７５歳未満から６５歳未満に変
更されます。現在、退職者被保険者
証（若草色）をお持ちの方で４月１
日時点で６５歳以上の方へ、新しい保
険証（サーモン色）を配達記録郵便
で送付しました。
　合わせて、高齢受給者証をご使用の方
へ高齢受給者証をこれから発送します。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■新高齢受給者証を送付
　医療制度改正により、７０～７４歳の
方で現在窓口負担が１割負担の方
は、４月から２割負担に引き上げら
れる予定でしたが、４月～平成２１年
３月までの１年間は１割負担に据え
置かれることとなりました。
　そのため新しい高齢受給者証を３月
中旬～下旬にかけて配達記録郵便で送
付します。新しい保険証・高齢受給者証
は４月１日からお使いください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■年度末・年度始の市民課窓口
の混雑予想について
　３～４月は、窓口が大変混み合う
ことが予想されます。特に混雑が予
想される日は、次のとおりです。
３月…１７日捷、１９日昌、２１日晶、２４

利用できる日時設置場所

月～金曜日…午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日…午前９時～午後５時

田無庁舎
（２階ロビー）

月～金曜日…午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日…午前９時～午後５時

保谷庁舎
（１階ロビー）

月～金曜日…午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日…午前９時～午
後５時
※第４月曜日はお休み

保谷公民館
（西武新宿線西
武柳沢駅南口）

火・木曜日…午前１０時～午後６時
水・金曜日…午前１０時～午後８時
土・日曜日、祝日…午前１０時～午
後５時
※図書館休館日はお休み

ひばりが丘図
書館（西武池
袋線ひばりケ
丘駅南口）

月～金曜日…午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日…午前９時～午
後５時
※第４月曜日はお休み

芝久保公民館
（芝久保町５
－４－４８）

※いずれも１２月２９日～翌年１月３日はお休み

　４月１日昇に開館する住吉会館
（ルピナス）の利用は原則無料です。
　別表のとおり、貸し出し対象施設
があり、施設の貸し出しは４月１５日
昇から行います。
　施設を借りる場合は、４月２日昌
から受け付ける「登録」が必要とな
ります。
※施設の詳細は市報４月１日号に掲載
□貸出施設予約方法
　貸し出しは４月１５日昇からです。
課４月１５日～６月３０日の利用予約
「施設利用申請書」を提出してくだ
さい。
　申 ４月１５日昇 午前９時から住吉会
館１階総合事務室で（土・日曜日、
祝日を除く）。
※申請が重なった場合は抽選で決定
嘩７月以降の利用予約
　一部の施設は公共施設予約管理シ
ステムによる予約となります（別表）。
貨施設利用登録
　団体登録の際は、団体構成員の名
簿をご提出ください。

■住吉会館（ルピナス）の貸し出し方■住吉会館（ルピナス）の貸し出し方法法

（別表）貸出施設の予約方法（７月以降利用分から）

承認書の受領当選確認・申請抽選日予約受付期間予約方法利用の対象者利用時間の区分利用時間利用定員施設名階

申請書提出時なし（先着順）
＜注３＞

利用する月の２
か月前の月の１
日～利用日の前
日＜注２＞

施設利用申請
書の提出

市内に在住・在
勤・在学する方
を含む団体

区分なし
午前９時～
午後１０時

展示スペース
＜注１＞１階

利用する月の
２か月前の
９日～１５日

利用する月の
２か月前の８
日

利用する月の２
か月前の１日～
７日

公共施設予約
管理システム

午前・午後・夜間  ２４人会議室２階

市内に在住・在
勤・在学する方
を含む子育てに
関する活動を行
う団体

午前・午後・夜間  ３０人子育てグループ
活動室２階

申請書提出時なし（先着順）
＜注３＞

利用する月の２
か月前の月の１
日～利用日の前
日＜注２＞

施設利用申請
書の提出夜間午後６時～

午後１０時  ６０人のどか広場２階

利用する月の
２か月前の
９日～１５日

利用する月の
２か月前の８
日

利用する月の２
か月前の１日～
７日

公共施設予約
管理システム

市内に在住・在
勤・在学する方
またはこれらの
方が過半数を占
める団体

①夜間（月～土曜
日）
②午前・午後・夜
間（日曜日のみ）

①月～土曜日
は午後６時～
１０時
②日曜日は、
午前９時～午
後１０時

  ４０人大広間（和室）４階

  ４０人大広間（洋室）４階

  ３０人和室４階

＜注１＞展示スペースの利用は連続して５日間を限度とします（月末から翌月にかけて利用する場合は、翌月の利用申請が別途必要です）。
＜注２＞月の１日が休館日の場合は、翌日（その月の開館初日）から予約を受付けます。また、利用日の前日が休館日の場合は、予約受付は休館日の前日

までです。
＜注３＞予約受付期間初日に申請が同時にあった場合は、抽選により決定します。

　申 ４月２日昌 午前９時から住吉会
館１階総合事務室で随時（土・日曜
日、祝日、年末年始を除く）　
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４５１－０６００ ※３月３１日まで）
（札４２５－３３０３ ※４月１日以降）


